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1-4 エグゼクティブサマリー

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費

◼ 総論

➢本事業の5つの定量及び定性分析を通じて、改正に向けた5つの論点及び示唆を得ることができた。

◼ 実施結果

➢ 3章～7章で実施した定量及び定性分析では、以下の内容を確認することができた。

• 3章：税制利用企業162件の記述統計分析を基に、幅広い地域・業種・規模の企業が本税制を利用していること

• 4章：税制利用企業と税制非利用企業との比較分析を基に、本税制がCO2削減へ一定程度寄与していること

• 5章：設備投資の実態調査を基に、本税制が企業の脱炭素化を一定程度促進させた可能性があること

• 6章：類似制度の調査を通じて、特に米国が10年間の長期にわたって生産比例型の税額控除措置を実施していること

• 7章：2030年46％削減及び2050年カーボンニュートラル（CN）の目標に到達のためには、炭素生産性ベースで3年間で

17.2%の向上が必要であること

◼ 本事業で得られた示唆（詳細は8章を参照）

➢下表の5つの検討事項につき、本税制のさらなる改善に向けての総合的な示唆を得ることができた。

No. 検討事項 改善に向けての総合的な示唆

1 期間 適用期間の長期化（5年程度）の検討が必要

2 炭素生産性の要件 現行の7％/10%以上から、17.2%程度への見直しを検討

3 適用対象事業者 より多くの中小企業者の脱炭素化投資を促進するための改善が必要

4 政策効果及び目標
税制利用企業と非利用企業の政策効果の差を確認する分析手法は、政策評価に必要な適正
なKPI設定の方向性につながると思慮

5 申請手続 申請ガイドライン上に豊富な計算事例（炭素生産性）を掲載するなど申請手続の改善が必要

1-4 エグゼクティブサマリ―



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2 現行制度の確認
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◼ 実施概要

➢実施目的は、次章以降で、改正の可能性を検討するにあたり、まずはCN税制の現行制度内容を確認することである。

➢以下の事項について、現行の制度内容を確認した。

• ①適用対象資産及び税務上の効果、②政策目的及び達成目標、③適用対象事業者、④炭素生産性の要件、⑤期間、

及び⑥申請手続

◼ 実施結果

➢次章以降では、下記確認事項につき、本事業での定量及び定性分析を通じて、改正の可能性を探ることとした。

① 適用対象資産及び税務上の効果：需要開拓商品生産設備及び生産効率化等設備の利用状況の把握

② 政策目的及び達成目標：温室効果ガスの削減目標との比較による現状の確認及び達成目標の定量的な分析

③ 適用対象事業者：大企業及び中小企業者の利用状況の把握

④ 炭素生産性の要件：日本全体の炭素生産性控除率の現状を把握し、要件見直しを検討するための分析

⑤ 期間：企業の設備投資行動の実態を把握して、本税制の期間に関するあり方の検討

⑥ 申請手続：税制利用企業に対するアンケート調査の結果に基づき、申請手続の改善点等を検討

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費9

2章のまとめ

次章以降で利用状況の把握、政策効果の分析及び税制改正の検討を実施するにあたり、以下に挙

げる6つの事項につき、現行税制の内容を確認した。

2 現行制度の確認
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2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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本税制の概要 1/6：適用対象資産及び税務上の効果

◼ 本税制は、①大きな脱炭素効果を持つ製品の生産設備（需要開拓商品生産設備）又は②生

産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備（生産工程効率化等設備）の導入を対

象として、税制利用企業*は最大10%の税額控除又は50%の特別償却を適用することができる。

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-17）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費11

➢ 本事業では、まず税制利用企業の地域、業種、規模別の分析で属性を把握し、次に炭素生産

性の実態分析を実施した。

*税制利用企業及び税制非利用企業

本事業で調査及び分析を行った企業群を

以下のとおりに定義する。

◼ 税制利用企業：エネルギー利用環境

負荷低減事業適応関連の計画認定

を受けた事業者（金融支援の適用

事業者は除く）であり、CN税制の適

用を予定又は適用済の事業者とする。

◼ 税制非利用企業：上記税制利用企

業以外の事業者とする。

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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本税制の概要 2/6：政策目的及び達成目標

出所：経済産業省.”租税特別措置等に係る政策の事前評価書”,（参照 2024-3-2）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費12

◼ 政策目的として、「 2050年のカーボンニュートラルの達成」並びに「温室効果ガスの2030年46%減の

達成及び産業競争力の強化」の両立に向けて、企業の脱炭素化と付加価値向上を両立する設

備投資を促進するとされているものの、本税制の達成目標にはEBPM*1（エビデンスに基づく政策

立案）に必要な定量的なKPIが設定されていない状況である。

➢ 本事業では、本税制のKPIを設定することを念頭に、税制利用企業と税制非利用企業の炭素

生産性等の数値を比較し、本税制の効果検証を実施した。

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要

*1  Evidence-Based Policy Makingの略。内閣官房行政改革推進本部事務局. “EBPMガイドブック Ver1.2”が詳しい
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本税制の概要 3/6：適用対象事業者

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-17）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費13

◼ 本税制は、大企業だけでなく中小企業者（中小企業基本法の定義に基づく*1）もその適用対

象事業者としており、制度上の取り扱いも以下のとおり区別をしている。

➢ 本事業では、まず大企業及び中小企業者を含む税制利用企業の利用状況の分析を行った。

そして、特に中小企業者のCNに向けた取組を促進するための政策として本税制が有効であるか

どうかについての検討も行った。

*1 中小企業基本法の定義

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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本税制の概要 4/6：炭素生産性の要件

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-17）
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◼ 生産工程効率化等設備の導入を伴う事業適応計画の認定要件として、炭素生産性（=付加価
値額/エネルギー起源二酸化炭素排出量）向上率（%）が設定されている。原則として、事業者

全体で7%又は10%以上の向上及び設備ごとに1%以上の向上が求められている。

➢ 本事業では、税制利用企業及び日本全体の炭素生産性向上率の現状を把握し、加えて、

「2050年のカーボンニュートラルの達成」や「温室効果ガスの2030年46%減」といった国際公約との整

合性を踏まえ、現在の炭素生産性要件の妥当性について分析を実施した。

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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本税制の概要 5/6：期間

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-17）
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◼ 本税制の期間は、2024年3月末までの3年間である。その期限内に、企業は「計画の認定」及び

「設備の取得等」を実施する必要がある。

➢ 本事業では、主に税制利用企業の設備投資に関する実態調査を通じて、本税制が企業の設備

投資行動を後押しする政策になっているかの観点で、投資計画から実施に必要な期間等も踏まえ、

本税制の適用期間の適正性について検討を行った。

◼ 特別償却不足額は１年の繰越しが可能だが、税額控除限度超過額の繰越しは不可である。

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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本税制の概要 6/6：申請手続

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-17）
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◼ 本税制の適用を受けるためには、「（エネルギー利用環境負荷低減事業適応）計画の認定」だけ

でなく、その後計画期間内の事業年度ごとに「実施状況報告書」の提出が必要である。

➢ 本事業では、申請手続で提出された税制利用企業の基礎情報を整理し定量分析で活用すると

共に、税制利用企業に対するアンケート調査の結果に基づき、申請手続の改善点等を検討した。

2-1 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
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3 政策効果の分析：税制利用企業の分析

17 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費
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◼ 実施概要

➢実施目的は、政策評価の前提となる税制利用企業の各種情報を体系的に整理し、現状分析を行うことである。

➢税制利用企業の計画申請及び実施状況報告書の基礎情報を整理し、業種、規模、投資内容等、様々な観点で現状分

析を実施した。基礎情報の整理及び分析は本事業期間中に適宜実施したが、本報告書での分析結果は2024年3月15日

時点の情報に基づいている。

◼ 実施結果

➢ 2024年3月15日時点で認定件数は162件あり、その内157件（97%）が生産工程効率化等設備、5件（3%）が需要開拓

商品生産設備であった。

➢税制利用企業のうち、中小企業基本法上の中小企業者は全体の27%に留まる結果となった。

➢税制利用全体の炭素生産性向上率は、計画ベースで20.6%であった。

➢主な設備投資の内容を業種別にみると、製造業では本業の運営に係る「事業関連設備」が多い一方、「金融業、保険業」

や「卸売業、小売業」では、「空調設備、LED照明」が多くなっている。

◼ 本章で得られた示唆

➢税制利用企業全体に占める中小企業者の割合が低いため、より多くの中小企業者の脱炭素化投資を促進するための改善

が必要である。その際に、中小企業者の本税制の利便性向上も検討する。

➢税制利用企業の炭素生産性向上率は、現行の制度要件である7%/10%を上回る数値となっているため、炭素生産性要件

の見直しにより、企業のより高い脱炭素投資が期待できる。

3章のまとめ

税制利用企業162件の記述統計分析を基に、幅広い地域・業種・規模の企業が本税制を利用して

いることが分かり、以下2点の示唆を得ることができた。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費18

3 政策効果の分析：税制利用企業の分析
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3-1 分析結果

19 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費
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分析結果 1/7：認定件数（全体・類型別）

2024年3月15日時点で認定実績は162件ある。また、その内の97%（157件）を生産工程効率化等

設備が占める。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費20

◼認定件数累計 ◼類型別割合

162件 129件

3-1 分析結果
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分析結果 2/7：認定件数（需要開拓商品生産設備）

需要開拓商品生産設備は合計で5件あり、その内訳は化合物パワー半導体で4件、そして定置用リチ

ウムイオン蓄電池で1件となっている。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費21

◼需要開拓商品生産設備の内訳

3-1 分析結果

単位：件
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地域別の認定件数は関東が44%で最も多く、次いで中部18%、近畿17%となっている。関東・中部・

近畿の三大都市圏だけでなく、全国で幅広く利用されている。

分析結果 3/7：認定件数（地域別）

地域 認定件数（件） 割合（%）

関東 72 44

中部 29 18

近畿 28 17

九州 9 6

中国 8 5

四国 6 4

北海道 5 3

東北 5 3

合計 162 100

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費22

◼地域別認定件数・割合

3-1 分析結果
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*1 事業関連設備の例：高効率生産ライン、高効率加工設備、燃料転換設備、等

分析結果 7/7：計画ベースの業種別の設備投資内容

主な設備投資の内容を業種別にみると、製造業では本業の運営に係る「事業関連設備*1」が多い

一方、「金融業、保険業」や「卸売業、小売業」では、「空調設備、LED照明」が多くなっている。

3-1 分析結果
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4 政策効果の分析：税制利用企業と税

制非利用企業の比較分析

27 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費
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◼ 実施概要

➢実施目的は、前章で整理した税制利用企業のデータと税制非利用企業のデータを比較することで、CN税制の政策効果の検

証を行うことである。

➢ CN税制の政策効果について、差の差分析の考え方を参考にし、トレンド要因を除きつつ税制利用企業と税制非利用企業等

の比較を行うことで、測定指標へ正の効果があったかどうか分析を実施した。

• 分析対象の測定指標は、CN税制の主要な要件である炭素生産性*2とし、炭素生産性の構成要素である「営業利益」及

び「エネルギー起源CO2排出量」がCN税制の利用によって正の効果が発現したかどうかを検証した。

◼ 実施結果（ここの結果は、後述の分析①②両方を指す）

➢分析の結果、CO2排出量については、税制利用企業の3分の2以上が減少傾向を示しており、一定程度CN税制によるCO2排

出量削減効果があったと考えられる。

➢一方で、営業利益が増加を示した企業の割合は28%～69%と、分析手法や使用したデータの違いにより異なる結果を示して

おり、CN税制による直接的な効果は確認することができなかった。

• 営業利益は、CO2排出量と比較してより複合的な要素から構成されるため、各企業固有の要因による影響が大きいものと

想定される。

◼ 本章で得られた示唆

➢税制利用企業と税制非利用企業の政策効果の差を確認する分析手法は、政策評価に必要な適正なKPI設定の方向性に

つながると考えられる。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費28

*1 炭素生産性が改善するとは、「分母のCO2排出量が削減される」又は「分子の付加価値額（営業利益）が増加する」ことである。

*2 CN税制における炭素生産性は「付加価値額÷CO2排出量」と定義されるが、本章では利用可能なデータの制約上、付加価値額を営業利益に置き換えて分析を実施している。

4章のまとめ

税制利用企業と税制非利用企業との比較分析を基に、本税制がCO2排出量の削減へ一定程度寄

与していることが分かり、以下の示唆を得ることができた

4 政策効果の分析：税制利用企業と税制非利用企業の比較分析
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4-1 ロジックモデルの作成
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ロジックモデルの作成 2/3：制度の情報収集及び整理

公表資料より制度に関する情報を収集し、ロジックモデルの構成要素（例、アウトプット、アウトカム

等）との関連を認識して制度内容を整理した。

出所：経済産業省.”エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 （カーボンニュートラルに向けた投資促進税制） の申請方法・審査のポイント”,（参照 2023-4-3）

<制度情報及びロジックモデル

構成要素との関連>

例）

◼ まずどうなって：事業適応

計画の認定=>アウトプッ

ト

◼ 何が変わる：設備投資

の増加並びに付加価値

額の増加及びCO2排出

量の削減=>アウトカム

◼ ありたい姿：経済成長を

伴うカーボンニュートラル社

会の実現 => インパクト

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費31

4-1 ロジックモデルの作成
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4-2 比較分析の実施
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◼ 先行研究*1を参考に利用可能データや各手法の強み・弱みを踏まえて、差の差分析の考え方をベースにした2パターンの分析

を実施した。差の差分析では、トレンド要因を除いた政策効果による影響にフォーカスした分析結果を導くことが可能である。

◼ 分析① 「税制利用企業」と「税制を利用しなかった場合の税制利用企業」における比較分析

➢ 「設備投資が促進され炭素生産性を向上させる計画を掲げる税制利用企業は、税制を利用しなかった場合の仮想

的状況に比べて、炭素生産性が改善*2しているのではないか」という仮説を基に、CN税制の影響を図った。

➢ 差の差分析に加えて合成コントロール法*3における「仮想的状況の推計」の考え方を参考にすることで、単純な前後

比較分析よりも精度を向上させた分析を実施した。

◼ 分析② 「税制利用企業」と「税制非利用企業」における比較分析

➢ 「設備投資が促進され炭素生産性を向上させる計画を掲げる税制利用企業は、一定程度比較可能性があると考

えられる税制非利用企業に比べて、炭素生産性が改善*2しているのではないか」という仮説を基に、CN税制の影響

を図った。

• 税制利用企業と一定程度比較可能性ある税制非利用企業は、業種や売上高・CO2排出量規模が税制利

用企業と大きく乖離していない等の基準により選定を実施した。

➢ 差の差分析に加えてマッチング分析*3を参考にし、税制利用企業と比較可能性のある税制非利用企業を選択しバ

イアスをできるだけ小さくすることで、サンプル数の少なさによる統計的信頼性の低さをカバーした分析を実施した。

◼ なお、分析①及び分析②における分析の基本的構造は共通しており、両者の違いは分析結果を算出する際に使用する

データの違いのみである。

比較分析の実施 2/10：分析手法の検討及び選定

分析手法は後述の先行研究*1に記載の手法の考え方を参考に、税制利用企業データと2種類の比

較対象データとの比較分析を実施する。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費35

*1 総務省行政評価局.”政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究”（参照 2023-4-3）

*2 炭素生産性が改善するとは、「分母のCO2排出量が削減される」又は「分子の付加価値額（営業利益）が増加する」ことである。

*3 分析手法の詳細は、次頁以降２枚のスライドで掲載している【参考】を参照。

4-2 比較分析の実施
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出所：総務省行政評価局.”政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究”（参照 2023-4-3）

比較分析の実施 3/10：分析手法の検討及び選定 【参考資料】

4-2 比較分析の実施
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比較分析の実施 4/10：分析手法の検討及び選定 【参考資料】

出所：総務省行政評価局.”政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究”（参照 2023-4-3）

4-2 比較分析の実施





© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

◼ 本分析は、2023年7月27日時点の税制利用企業の情報をベースとしている。

◼ 事業適応計画のデータに加え、事業適応計画以外のデータとして、省エネ法*1の特定排出者データのCO2排

出量及び、BvD社が提供するTP catalystより売上高・営業利益を利用した。

比較分析の実施 6/10：データ収集及びクレンジング

本分析では、2023年7月27日時点の事業適応計画申請書のデータとTP catalystの財務データや省エ

ネ法の特定排出者データを組合わせて使用している。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費39

企業 指標 データソース 補足

税制利用企業

• 売上高

• 営業利益

• 事業適応計画申請書・実施状
況報告書

• TP catalyst
事業適応計画申請書及び実施状況報告書は2023
年7月27日時点の情報を使用

エネルギー起源CO2排出

量

• 事業適応計画申請書・実施状
況報告書

• 省エネ法*1
特定排出者データ

税制非利用企業

• 売上高

• 営業利益
• TP catalyst

TP catalystはBureau van Dijk（ビューロー・ヴァン・ダイ

ク）社が提供する全世界の上場・未上場企業、約
3,240万社を収録したデータベースである

エネルギー起源CO2排出

量

• 省エネ法*1
特定排出者データ

経済産業省で保有するデータを利用

*1  正式名称：エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

4-2 比較分析の実施
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比較分析の実施 8/10：税制利用企業及び税制非利用企業の選定

分析を行った2023年7月27日時点での税制利用企業118社のうち、計画値では41社、実績値では

17社に対して分析を実施した。

◼ 事業適応計画のデータについて、分析を実施した2023年7月27日時点において、税制利用企業は118社存

在するが、実際に分析可能な企業数は41社であった。

◼ 41社のうち、実施状況報告書を１回以上提出している企業は17社あり、これらの企業については計画値で

の分析に加え、実績値での分析も実施した。

内容 補足 企業数

税制利用企業数 2023年7月27日時点 118

需要開拓商品生産設備を導入する企業 需要開拓商品生産設備は本分析の対象外のため ▲5

事業適応計画を事業者単位で作成している企
業

セグメント毎の営業利益やCO2排出量が入手できないため ▲27

CO2排出量データが入手できない企業
基本的にCO2排出量データが入手できるのは、温対法・省

エネ法の特定事業者のみ
▲22

売上高や営業利益データが入手できない企業
TP catalyst上に財務データが掲載されていない企業は

本分析の対象外としている
▲23

分析可能企業数 41

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費41

4-2 比較分析の実施
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比較分析の実施 9/10：税制利用企業及び税制非利用企業の選定

分析②において税制利用企業と比較する税制非利用企業の選定においては、以下の4つの手順で

1stスクリーニングを行った。

◼ 1stスクリーニングとして、STEP1でデータが利用可能な企業に絞った後、STEP2-4で業種・規模の観点から税

制利用企業との比較可能性が高くない企業を除外した。

手順 クライテリア クライテリア設定の考え方

STEP 1 炭素生産性データが5年以上利用可能
回帰直線の算出（詳細は次頁参照）を行う際に適切にトレンドを
反映するため

STEP 2
日本標準産業分類における中分類コードが税制利用企業と同
じ

事業内容が著しく異なる企業を除外するため

STEP 3
2013-2021年（コロナ禍の2020年除く）の平均売上高が税制

利用企業の10分の1以上かつ10倍以下
売上規模が著しく異なる企業を除外するため

STEP 4
2013-2021年（コロナ禍の2020年除く）の平均エネルギー起源

CO2排出量が10分の1以上かつ10倍以下
CO2排出量の規模が著しく異なる企業を除外するため

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費42
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4-3 分析結果
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5 政策効果の分析：税制利用企業の設
備投資に関する調査・分析

47 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

◼ 実施概要

➢実施目的は、アンケート調査により、データ分析では分からない税制利用企業の設備投資の実態を調査することである。

➢本税制が企業の設備投資行動に与えた影響について、税制利用企業120社にアンケートを実施した。

➢ 2023年7月12日～2023年8月4日を回答期間とし、99社から回答を得た。

◼ 実施結果

➢ 本税制について、脱炭素化に効果的な支援となっていると回答した企業は、回答をした企業の内90％以上であり、付加価

値額の向上に効果的であると回答した企業は80%以上であった。【設問4】

➢ 回答を得た全企業99社の内24社（回答企業数に占める割合は24%）は、本税制によって投資時期を早めた。【設問13】

➢ 炭素生産性の要件（7%/10%）の難易度について、「難しかった」（とても難しかった又はやや難しかった）と回答した企業

は42社（回答企業数に占める割合は44%）で、残りの企業は概ね「妥当な要件だった」と回答している【設問18】

➢ 投資までの意思決定期間や、昨今のサプライチェーンの不安定等を理由に、税制の期間の長期化を求める複数の回答が

あった。4～6年の税制期間を求める企業は、回答をした企業の内47％であり、7～10年の税制期間を求める企業は12％で

あった。【設問16】

➢ 申請手続等の負担については、炭素生産性の要件や手続の煩雑さについて回答を得た。【設問19】

◼ 本章で得られた示唆

➢ 税制の長期化を求める割合（4年以上が約60％）が高く、これは現行の税制適用期間3年が企業の投資期間と一致して

いないと考えられるため、税制適用期間の長期化の検討が必要と考える。

➢ 税制があったから投資を前倒したという回答もあることから、投資促進策としての効果を維持するためには、いたずらに適用期

間を長期化することも避けるべきと考える。

➢ 申請手続等の負担について、現行制度の簡素化を含めた改善の余地があると考えられる。

5章のまとめ

実態調査を基に、①本税制が企業の脱炭素化投資を一定程度前倒しさせていること及び②現行の

税制適用期間が企業の投資期間と一致していないことが分かったことで、以下3点の示唆を得た。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費48

5 政策効果の分析：税制利用企業の設備投資に関する調査・分析
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5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計

49 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

アンケート調査の実施 1/4：目的及び調査概要

◼ 目的：エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画について、今後の運用改善等に向けて、利用実績や本計

画に税制措置が投資計画に与えている影響等について調査した。

◼ 調査期間：2023年7月12日～2023年8月4日

◼ 調査手法：Microsoft Formsを利用したアンケート

◼ 調査対象属性：税制利用企業の内、上記調査期間開始時点よりも前に認定を受けた企業

◼ 調査対象数：120社

◼ 回答社数：99社（82.5％）

◼ 調査票：調査票を参照

◼ 主な調査内容

➢ 企業属性

➢ 税制の効果

➢ 税制の認知

➢ 投資活動（計画・実施）

➢ 税制の適用

➢ 制度内容

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費50

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計
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アンケート調査の実施 2/4：回答企業の属性

業種は、製造業企業の回答が7割を占める。生産工程効率化等設備を導入した企業からの回答が

大部分を占めるが、需要開拓商品生産設備を導入した企業からも3社回答がある。

回答企業＝99社 回答企業＝99社

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費51
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アンケート調査の実施 3/4：設問の設定趣旨
設問

番号
設問文 設定趣旨

1 貴社名 個社名の特定のため

2 設備投資を実施した、又は実施する年度

本税制のアウトカムである「設備投資の増加」がどの年度で

実施されるかを確認するため。炭素生産性への効果発現タ

イミングに影響すると考えられる

3 認定取得より以前に、既に脱炭素化の投資を実施していたか
本税制を利用しようと考えた時点での脱炭素化投資の取り

組み状況について確認するため

4

• 税制の脱炭素化（エネルギー起源CO2排出削減）の目

的に対する効果の所感
• 本税制は付加価値（＝営業利益＋人件費＋減価償却

費）向上の目的のための効果の所感

本税制の直接的な効果（炭素生産性の向上）について、

定性的に確認するため

5
本税制の適用メリット以外でも、事業適応計画が認定された

ことによる間接的な効果があったか

本税制の直接的な効果（炭素生産性の向上）以外の副

次的な効果の有無を確認するため

6
（設問5に関連して）税制適用以外の効果があった場合は、

どのような効果があったか
副次的な効果の内容について確認するため

7 本税制をいつ認知したか
企業の設備投資行動（計画から実施まで）のどのタイミン

グで本税制が認知されたかを確認するため

8 本税制をどのように認知したか 本税制が企業に認知される方法を確認するため

9
本税制と同時に他の支援制度（補助金、金融支援等）も

利用したか

本税制以外の政策（支援制度）影響の有無を確認する

ため

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費52

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

アンケート調査の実施 4/4：設問の設定趣旨

設問

番号
設問文 設定趣旨

10

一度認定を受けた事業者が再度認定を受けることが可能で

ある場合、税制を活用し、更なる炭素生産性向上に資する

設備投資を行うか

本税制に係る企業の潜在的なニーズを確認するため

11
本税制の再適用が可能な場合でも設備投資を行う予定が

ない場合、その理由
本税制と企業の設備投資行動との関係を確認するため

12
本税制は、貴社の設備投資計画又は実行に影響を与えた

か

本税制が企業の設備投資行動（計画から実施まで）に影

響を与えたか否かの確認

13
本税制が貴社の設備投資計画又は実行に影響を与えた場

合の影響

本税制が企業の設備投資行動（計画から実施まで）に影

響を与えた場合、、具体的な内容の確認

14
税額控除若しくは特別償却のどちらを適用済か、又は未適

用か

本税制の税務上の効果（税額控除又は特別償却）の利

用状況の確認

15

税額控除の上限がなかった場合、認定された投資計画に

沿って設備投資を行った結果、税額控除額が法人税額の

20％にとどまったか

税額控除の上限が、企業の設備投資行動の制約になってい

る可能性の確認

16
税制は貴社の投資投資計画の策定・見直しから実行までに

十分な期間であると考えるか

本税制の現行の適用期間3年が、企業の投資行動（計画

から実施まで）の期間にあっているかを確認するため

17
（設問16に関連して）税制の期間について、上記選択肢を

選んだ理由
設問16につき、実態をより詳細に確認するため

18

• 現行の炭素生産性（3年以内に7%又は10%向上）の

要件の困難性
• 現行の導入設備にかかる炭素生産性（導入により事業

所の炭素生産性が1％向上）の要件の困難性

炭素生産性の要件につき、企業の意見を確認するため

19
事業適応計画の申請手続や実施状況報告において、負担

となっている部分
現行の申請手続等につき、企業の意見を確認するため

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費53

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

調査票の設計 1/5

企業属性について（設問1～3）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費54

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

調査票の設計 2/5

税制の効果について（設問4～6）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費55

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計



       .

調査票の設計 3/5

税制の認知について（設問7～11）

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費56

5-1 アンケート調査の実施及び調査票の設計
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5-2 分析結果

59 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

設問1：回答企業名

本設問は、回答企業の個社名を記載するのみであるため、回答内容の整理は割愛する。

◼ 【設問文】

➢ 貴社名のご回答をお願いいたします。なお、エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受けて

いる事業者名をご回答ください。共同申請の場合は代表する一社の社名をご回答ください。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費60

5-2 分析結果



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

設問2：設備投資を実施した、又は実施する年度

2022年度中に投資を実行する企業が73社と最も多く、次いで2023年度中に投資を行う企業が68社

である。

回答企業＝99社

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費61

5-2 分析結果



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

設問3：認定取得より以前に、既に脱炭素化の投資を実施していたか

3分の2の企業が、認定取得以前に既に脱炭素投資を行っていた。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費62

回答企業＝99社

5-2 分析結果



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

設問4-1：税制の脱炭素化（エネルギー起源CO2排出削減）の目的に対する効果の所
感

本税制の脱炭素化の目的に対する直接的ないし間接的なメリットを感じた企業は9割以上を占める。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費63

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問4-2：本税制は付加価値（＝営業利益＋人件費＋減価償却費）向上の目的のた
めの効果の所感

本税制の付加価値向上の目的に対する直接的ないし間接的なメリットを感じた企業は約8割であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費64

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問5：本税制の適用メリット以外でも、事業適応計画が認定されたことによる間接的な
効果があったか

税制適用以外のメリットを感じたと回答する企業が3分の2であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費65

回答企業＝96社

5-2 分析結果



© 2024. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費66

設問6:（設問5に関連して）税制適用以外の効果があった場合は、どのような効果があっ
たか

対外的には信用力の向上や脱炭素化のアピールが挙げられ、社内的にはSDGsや脱炭素の社内風土

の醸成が効果として挙げられた。

◼ 【設問文】 効果があった場合は、どのような効果があったかご回答ください。

➢ 例：社員の士気向上、政府認定による信用度の向上（回答要約）

◼ 回答要約

➢ 政府認定による信用力の向上

➢ 脱炭素化の対外的アピール

➢ 企業価値の向上

➢ 従業員の脱炭素に対する意識の向上

➢ SDGｓ・ESGの社内風土醸成（上層部含む）

回答企業＝65社

5-2 分析結果
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設問7：本税制をいつ認知したか

本税制が施行されてからの5か月の間に本税制を認知した企業が約半数を占めるが、それ以前や以

後に認知した企業も一定存在する。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費67

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問9：本税制と同時に他の支援制度（補助金、金融支援等）も利用したか*1

本税制のみを利用した企業が3分の2以上占めるが、補助金と併用した企業も3割程度存在する。

*1 選択肢Bの「はい、税制に加え他の金融支援を利用した」は、回答企業数が0社であった

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費69

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問10：一度認定を受けた事業者が再度認定を受けることが可能である場合、税制を
活用し、更なる炭素生産性向上に資する設備投資を行うか

本税制が延長された場合、税制の再適用をすると回答した企業が約9割であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費70

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問11：本税制の再適用が可能な場合でも設備投資を行う予定がない場合、その理由

本税制が延長されたとしても、再投資を行う訳ではないと考える企業も一定数存在する。

◼ 【設問文】 設備投資を行う予定がない場合、その理由をご回答ください。例：カーボンニュートラルに資する設

備投資がもう済んでしまっている、計画を申請するにあたって手続きの負担が大きかった等

◼ 回答要約

➢ CNの投資が既に済んでいる。

➢ 優遇税制があるということで、設備投資をすることは考えていない。

➢ 適宜投資の判断をするため、行うとは言い切れない。

➢ 中小企業にとっては分母分子の少しの変動により炭素生産性が大きく影響されることや、申請と実施

報告が負担である。

➢ 税制に関係なくCO2排出量削減に取り組んでいる。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費71

回答企業＝12社

5-2 分析結果
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設問12：本税制は、貴社の設備投資計画又は実行に影響を与えたか

本税制が設備投資に影響を与えたと回答した企業が、約4割であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費72

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問14：税額控除若しくは特別償却のどちらを適用済か、又は未適用か

税額控除10％を適用済み企業が3分の2を占め、今後本税制を適用する企業が3割であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費74

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問15：税額控除の上限がなかった場合、認定された投資計画に沿って設備投資を行っ
た結果、税額控除額が法人税額の20％にとどまったか

税額控除の上限がない場合、法人税額の20％を超過して税額控除を適用可能であった企業は、お

よそ4分の１であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費75

回答企業＝69社

5-2 分析結果
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設問16：税制は貴社の投資投資計画の策定・見直しから実行までに十分な期間である
と考えるか

本税制の期間の延長を求める回答をした企業が約6割であった。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費76

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問17：（設問16に関連して）税制の期間について、上記選択肢を選んだ理由

大規模投資や設備取得までの期間の長期化を理由に税制の延長を求める企業が、複数存在する。

◼ 【設問文】 可能であれば、以下の例文のように、貴社の設備投資の意思決定から実行までにかかる期間との

関係で税制の適用期間の長さが十分であるかどうかをご教示ください。例：設備投資計画立案（設備のサ

プライヤー選定含む）に9か月、投資の意思決定に半年、サプライヤーへの設備発注から設備の取得まで1年

半、取得から稼働まで半年でトータル3年程度要するため。

◼ 回答要約

➢ 期間が適切と考えた理由

• 立案から実施まで3年以内に完了するため。

➢ 期間の延長が欲しい理由

• 大規模投資の場合、設備取得まで3年以上の期間が必要であるため。

• 半導体不足、地政学リスク、職人不足、物流の2024年問題、海外サプライヤーからの調達期間

長期化等により取得まで時間がかかるため。

• 既に検討をしていたため今回は適用できたが、0ベースからだと税制適用が困難であったため。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費77

回答企業＝99社

5-2 分析結果
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設問18-1：現行の炭素生産性（3年以内に7%又は10%向上）の要件の困難性

全社の炭素生産性要件について、難しかったと回答する企業が4割を占め、妥当と回答した企業が半

数以上を占める。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費78

回答企業＝96社（需要開拓商品生産設備企業の回答は除いた）

5-2 分析結果
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設問18-2：現行の導入設備にかかる炭素生産性（導入により事業所の炭素生産性が
1％向上）の要件の困難性

事業所の炭素生産性について、難しかったと回答する企業が4割を占め、妥当と回答した企業が半数

以上を占める。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費79

回答企業＝96社（需要開拓商品生産設備企業の回答は除いた）

5-2 分析結果
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設問19：事業適応計画の申請手続や実施状況報告において、負担となっている部分

事務処理の煩雑性、計算の複雑性及び制度設計に関する負担について回答を得た。

◼ 【設問文】 事業適応計画の申請手続や実施状況報告において、負担となっている部分があればご回答くだ

さい。

◼ 回答要約

➢ 事務処理に関する回答

• 修正や書き直しが何度も必要であったこと。

• 変更申請を簡素化してほしい。

➢ 計算に関する回答

• 炭素生産性の試算が難解である。

• 設備1台ごとの炭素生産性の計算が困難である。

• 付加価値額の計算に時間を要したため、試算例が欲しい。

➢ 制度設計に関する回答

• 取締役会の決議が必要なため、小規模な投資を対象とできないこと。

• 太陽光、LED等の明らかに脱炭素に資する投資は、要件を簡素化してほしい。

• CO2排出量算定、利益計画、機関決定と必要な事項が多岐に渡るため、簡素化をしてほしい。

• 環境省の定期報告書より提出が早く、計算のスケジュールを早める必要があった。

• 認定まで時間がかかるため、投資実行を待つ必要があった。認定前の投資であっても、計画に含

まれていれば対象としてほしい。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費80

5-2 分析結果
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6 改正を見据えた検討：類似制度の調査

81 令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費
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◼ 実施概要

➢実施目的は、諸外国の類似制度を調査することで、本税制における改正の検討に活用することである。

➢調査手法は、文献及びインターネット等による公開情報である。

➢調査対象と手順は、次のとおりである。

• まず、国外の類似制度対象を米国及び欧州とした。米国については、「インフレ削減法（IRA：Inflation Reduction 

Act）」、「インフラ投資及び雇用法（IIJA：Infrastructure Investment and Jobs Act）」及び「CHIPS及び科学法」の3

つの制度概要について調査した。また、欧州については、「ネットゼロ産業法案（Net Zero Industry Act） 」の概要を調

査した。

• 次に、米国の法人関連の租税制度の概観を把握した上で、IRAの個別の優遇税制措置を調査した。

◼ 実施結果

➢米国IRAは約3,910億ドルの気候変動対策予算があり、その中でも法人を対象とする優遇税制で半分以上の金額を占める。

優遇税制の件数としては26件ほどあり、その内法人を対象とした優遇税制は22件存在する。

➢米国IRAは、企業に対して税制の予見可能性を高めるために、①税制適用期間が10年間（最長2023年～2032年）及び

②税額控除の20年間の繰越といった内容になっている。

◼ 本章で得られた示唆

➢ 米国IRAは、企業に対して税制の予見可能性を高めるために、①税制適用期間が10年間（最長2023年～2032年）及び

②税額控除の20年間の繰越といった内容になっており、本邦のCN税制においても予見可能性を高めるために同様の措置を

検討することが考えられる。

6章のまとめ

改正の検討を念頭に、米国のインフレ削減法を調査し、同法が対象とするカーボンニュートラルの分野、

産業政策の色合いが強い及び要件税額控除における仕組みを把握した。
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6 改正を見据えた検討：類似制度の調査
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6-1 欧米における類似制度の概要
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7 改正を見据えた検討：日本全体の

炭素生産性向上率との比較
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◼ 実施概要

➢実施目的は、次期税制における目標値としてどのような要件が想定されるかを検討することである。

➢第2章の税制利用企業の分析結果を用いて、足元の日本全体の炭素生産性がどのようなポジションにあるのか、またそれが今

後どのように推移していくと想定されるかについても分析し、税制利用企業の炭素生産性との比較を実施した。

◼ 実施結果

➢ 2050年カーボンニュートラルの達成のために、日本全体として必要な炭素生産性向上率をバックキャストにて算出したところ、

2021年の炭素生産性を基準に3年毎に17.2%の向上率が必要であることが分かった。

➢税制利用企業の炭素生産性向上率は計画値で20.6％となっており、現行の要件7%/10%を上回っている。

◼ 本章で得られた示唆

➢ 2021年の日本全体の炭素生産性を基準とした場合、2050年カーボンニュートラルに向けて3年毎に17.2%の向上率が求められ

る中、現行の制度の要件では7%～10%と達成すべき炭素生産性向上率に届かない水準となっており、見直しの余地があると

考えられる。

7章のまとめ

2030年46％削減及び2050年CNの目標に到達のためには、炭素生産性ベースで3年間で17.2%の向

上が必要であることが分かり、以下の示唆を得ることができた。
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7 改正を見据えた検討：日本全体の炭素生産性向上率との比較
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7-1 日本全体の炭素生産性向上率
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項目 実績

フォアキャスト 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

名目GDP 512,678 523,423 540,741 544,830 555,713 556,571 556,836 537,562 550,530

名目GDPの増減率（前年比） 2.1% 3.3% 0.8% 2.0% 0.2% 0.0% -3.5% 2.4%

エネルギー起源CO2排出量 1,235 1,186 1,146 1,125 1,109 1,064 1,028 967 988

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -4.0% -3.3% -1.8% -1.5% -4.1% -3.4% -5.9% 2.1%

日本全体の炭素生産性 415 441 472 484 501 523 542 556 557

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 6.4% 6.9% 2.6% 3.5% 4.4% 3.6% 2.6% 0.3%

バックキャスト（成長実現ケース） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

名目GDP（成長実現ケース） 512,678 523,423 540,741 544,830 555,713 556,571 556,836 537,562 550,530

名目GDPの増減率（前年比） 2.1% 3.3% 0.8% 2.0% 0.2% 0.0% -3.5% 2.4%

エネルギー起源CO2排出量 1,235 1,186 1,146 1,125 1,109 1,064 1,028 967 988

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -4.0% -3.3% -1.8% -1.5% -4.1% -3.4% -5.9% 2.1%

日本全体の炭素生産性 415 441 472 484 501 523 542 556 557

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 6.4% 6.9% 2.6% 3.5% 4.4% 3.6% 2.6% 0.3%

バックキャスト（ベースラインケース） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

名目GDP（ベースラインケース） 512,678 523,423 540,741 544,830 555,713 556,571 556,836 537,562 550,530

名目GDPの増減率（前年比） 2.1% 3.3% 0.8% 2.0% 0.2% 0.0% -3.5% 2.4%

エネルギー起源CO2排出量 1,235 1,186 1,146 1,125 1,109 1,064 1,028 967 988

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -4.0% -3.3% -1.8% -1.5% -4.1% -3.4% -5.9% 2.1%

日本全体の炭素生産性 415 441 472 484 501 523 542 556 557

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 6.4% 6.9% 2.6% 3.5% 4.4% 3.6% 2.6% 0.3%

日本全体の炭素生産性向上率 2/4：日本全体の炭素生産性（計数表：実績値）

（単位）GDP：10億円、CO2：百万t-CO2、炭素生産性：千円/t-CO2
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項目 予測

フォアキャスト 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

名目GDP 561,911 565,874 569,837 573,799 577,762 581,725 585,687 589,650 593,613

名目GDPの増減率（前年比） 2.1% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

エネルギー起源CO2排出量 933 900 868 835 803 771 738 706 674

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -5.6% -3.5% -3.6% -3.7% -3.9% -4.0% -4.2% -4.4% -4.6%

日本全体の炭素生産性 603 629 657 687 719 755 793 835 881

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 8.2% 4.3% 4.5% 4.6% 4.7% 4.9% 5.1% 5.3% 5.5%

バックキャスト（成長実現ケース） 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

名目GDP（成長実現ケース） 560,200 571,900 590,200 609,500 629,500 650,300 671,400 693,000 714,700

名目GDPの増減率（前年比） 1.8% 2.1% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.1%

エネルギー起源CO2排出量 954 919 884 850 815 781 746 712 677

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -3.5% -3.6% -3.8% -3.9% -4.1% -4.2% -4.4% -4.6% -4.9%

日本全体の炭素生産性 587 622 667 717 772 833 900 974 1,056

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 5.4% 5.9% 7.2% 7.5% 7.7% 7.9% 8.0% 8.2% 8.4%

バックキャスト（ベースラインケース） 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

名目GDP（ベースラインケース） 560,200 571,900 578,500 585,300 591,100 596,700 600,500 604,200 607,700

名目GDPの増減率（前年比） 1.8% 2.1% 1.2% 1.2% 1.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.6%

エネルギー起源CO2排出量 954 919 884 850 815 781 746 712 677

エネルギー起源CO2排出量の増減率（前年比） -3.5% -3.6% -3.8% -3.9% -4.1% -4.2% -4.4% -4.6% -4.9%

日本全体の炭素生産性 587 622 654 689 725 764 805 849 898

日本全体の炭素生産性向上率（前年比） 5.4% 5.9% 5.1% 5.3% 5.3% 5.4% 5.3% 5.5% 5.7%

日本全体の炭素生産性向上率 3/4：日本全体の炭素生産性（計数表：予測値）
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項目 実績（2013～2021） 予測（2022～2030）

フォアキャスト

名目GDP
内閣府 2021年度国民経済計算（2015年基準・2008SNA）

Ⅳ. 主要系列表 (1) 国内総生産（支出側）名目年度
実績（2013～2022）を基に線形予測*2 *3

エネルギー起源CO2排出量
国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス

日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2021年度）（確報値） 実績（2013～2022）を基に線形予測*2 *3

バックキャスト（成長実現ケース）

名目GDP（成長実現ケース）
内閣府 2021年度国民経済計算（2015年基準・2008SNA）

Ⅳ. 主要系列表 (1) 国内総生産（支出側）名目年度

内閣府 中長期の経済財政に関する試算

（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）

計数表 Excel版 成長実現ケース

エネルギー起源CO2排出量
国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス

日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2021年度）（確報値）
環境省 地球温暖化対策計画 令和3年10月22日 閣議決定

の2030年目標値と2021年実績を基に2022～2029を算出*4

バックキャスト（ベースラインケース）

名目GDP（ベースラインケース）
内閣府 2021年度国民経済計算（2015年基準・2008SNA）

Ⅳ. 主要系列表 (1) 国内総生産（支出側）名目年度

内閣府 中長期の経済財政に関する試算

（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）

計数表 Excel版 ベースラインケース

エネルギー起源CO2排出量
国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス

日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2021年度）（確報値）
環境省 地球温暖化対策計画 令和3年10月22日 閣議決定

の2030年目標値と2021年実績を基に2022～2029を算出*4

日本全体の炭素生産性向上率 4/4：日本全体の炭素生産性*1（データソース）
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*1 炭素生産性の予測値は、炭素生産性の実績値から直接予測するのではなく、分子の名目GDP、分母のエネルギー起源CO2排出量の予測値に基づき算出した。

*2 調査実施期間における分析モデル検討に係る時間的制約や、次期制度の検討プロセスの際に専門家ではない第三者へ説明する可能性を考慮し、一般的かつ簡便な分析手

法として単回帰モデルおける線形予測を選択した。

*3 線形予測はMicrosoft Excelの「FORECAST LINEAR」関数を使用した。計算式は右記のとおり。 「𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 において、𝑎 = ത𝑦 − 𝑏 ҧ𝑥 , 𝑏 =
σ 𝑥− ത𝑥 𝑦− ത𝑦

σ 𝑥− ത𝑥
2 ( ҧ𝑥, ത𝑦は標本平均)」

*4 2021年実績から2030年目標値にかけて一定の傾きで増減するように各年の数値を算出した。
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7-2 分析結果
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*1 日本全体の炭素生産性向上率は、2021年から2030年にかけて毎年定率で向上した場合の3年分の向上率を目標年度として使用している。

税制利用企業の炭素生産性と日本全体の炭素生産性との比較

日本全体の炭素生産性向上率は、3年間で16.5%～23.7%と見込まれる中、税制利用企業の炭素

生産性向上率は計画値で20.6％となっている。

目標年度

①
税制利用企業炭素生産性向上率

（計画ベース） 20.6%

②
日本全体の炭素生産性向上率予測*1
（フォアキャスト） 16.5%

③
日本全体の炭素生産性向上率予測*1
（バックキャスト：成長実現ケース） 23.7%

④
日本全体の炭素生産性向上率予測*1
（バックキャスト：ベースラインケース） 17.2%

⑤ 炭素生産性向上率10% 10.0%

⑥ 炭素生産性向上率7% 7.0%

7-2 分析結果
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8 本事業で得られた示唆
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8-1 本税制のさらなる改善に向けて
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示唆 2/6：【検討事項1】 期間

企業の投資期間（計画から実施まで）に見合った税制適用期間の必要性の観点から、適用期間

の長期化の検討が必要と考える。

令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費117

各章で得られた

主な分析結果
及び示唆

本税制の「期間」については、5章のアンケート調査及び6章の米国IRAの調査結果から、以下が確認できた

• 【5章：アンケート調査】税制の長期化を求める割合（4年以上が約60％）が高く、これは現行の税制適用期間3年が

企業の投資期間と一致していないと考えられるため、税制適用期間の長期化の検討が必要と考える

• 【5章：アンケート調査】税制があったから投資を前倒したという回答もあることから、いたずらに適用期間を長期化するこ

とも避けるべきと考える

• 【6章：類似制度の調査】米国IRAは、企業に対して税制の予見可能性を高めるために、税制適用期間が10年間（最

長2023年～2032年）となっており、CN税制においても同様の措置を検討することが考えられる

改善に向けての
総合的な示唆

以上から、本税制の適用期間について、長期化（参考として米国IRAは10年間）の検討が必要と考える。5章のアンケー

トで回答した企業の約60％が、投資の計画から実施までに4年以上が必要と回答しており、そのため、現行の3年間の適

用期間では税制が投資促進のためのインセンティブとはなっておらず、偶然に適用が出来た投資が対象となっている可能性

があると考えらえる。一方で、税制があったから投資を前倒したというアンケート結果もあることから、投資促進策としての効

果を維持するためには、いたずらに適用期間を長期化することも避けるべきである。よって、5年程度の適用期間が望ましい

と考える

8-1 本税制のさらなる改善に向けて
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示唆 3/6： 【検討事項2】 炭素生産性の要件

現行の7％/10%以上から、17.2%程度への見直しの検討が必要と考える。
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各章で得られた

主な分析結果
及び示唆

本税制の「炭素生産性の要件」については、3章の税制利用企業の分析及び7章の日本全体の炭素生産性向上率との

比較から、その向上率の目標値について、以下のとおり2050年目標の日本全体の向上率との乖離が明らかになった

• 【3章：税制利用企業の分析】税制利用企業の炭素生産性向上率は、現行の制度要件である7%/10%を上回る数

値となっているため、炭素生産性要件の見直しにより、企業のより高い脱炭素投資が期待できる

• 【7章：日本全体の炭素生産性向上率との比較】2021年の日本全体の炭素生産性を基準とした場合、2050年カーボ

ンニュートラルに向けて3年毎に17.2%の向上率が求められる中、現行の制度の要件では7%～10%と達成すべき炭素生

産性向上率に届かない水準となっており、見直しの余地があると考えられる

改善に向けての
総合的な示唆

以上から、現行の炭素生産性向上率の目標値7％/10%以上から17.2%程度への見直しの検討が必要と考える

8-1 本税制のさらなる改善に向けて
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示唆 4/6： 【検討事項3】 適用対象事業者

より多くの中小企業者の脱炭素化投資を促進するための改善が必要と考える。
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各章で得られた

主な分析結果
及び示唆

本税制の「適用対象事業者」については、3章の税制利用企業の分析結果から、特に中小企業者の利用割合が大企業

に比して低いことが明らかになった

• 【3章：税制利用企業の分析】税制利用企業全体に占める中小企業者の割合が低いため、より多くの中小企業者の

脱炭素化投資を促進するための改善が必要である。その際に、中小企業者の本税制の利便性向上も検討する

改善に向けての
総合的な示唆

以上から、中小企業者の利用割合が大企業に比して低いことが明らかになった。経済産業省*1によれば、中小企業者に

対して取引先からのカーボンニュートラル（CN）に向けた協力要請という外部環境の変化があるものの、CNに向けた取組の

課題として「その対応コストが高い」と考える中小企業者が増加しており、経済的な負担がCN取組の阻害要因になっている

と考えられる。また、CN関連の投資は必ずしも企業の生産性向上に直ぐにつながるものではないため、中小企業者にとって

CN関連の投資は優先順位が低いことが想定される。これらの要因が原因で、3章の税制利用企業の分析で明らかになった、

中小企業者の利用割合が大企業に比して低い状況になっていると推察される。よって、より多くの中小企業者の脱炭素化
投資を促進するための改善が必要で、そのために既存の税額控除率の見直し等が改善案の1つと考えられる

8-1 本税制のさらなる改善に向けて

*1 経済産業省.” 中小企業のカーボンニュートラルに向けた取組状況について”,（参照 2024-4-3）
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示唆 5/6： 【検討事項4】 政策効果及び目標

税制利用企業と税制非利用企業の政策効果の差を確認する分析手法は、政策評価に必要な適

正なKPI設定の方向性につながると考えられる。
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各章で得られた

主な分析結果
及び示唆

本税制の「政策効果及び目標」については、4章の比較分析の結果から、以下を確認できた

【4章：税制利用企業と税制非利用企業の比較分析】税制利用企業と税制非利用企業の政策効果の差を確認する

分析手法は、政策評価に必要な適正なKPI設定に活用可能と思慮

改善に向けての
総合的な示唆

以上から、本税制の達成目標にEBPMに必要な定量的なKPIが設定されていない現状の課題に対して、税制利用企業と

税制非利用企業の政策効果の差を確認する分析手法は、適正なKPI設定に活用可能と思慮

8-1 本税制のさらなる改善に向けて
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示唆 6/6： 【検討事項5】 申請手続

申請ガイドライン上に豊富な計算事例を掲載するなど申請手続の改善余地があると考えられる。
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各章で得られた

主な分析結果
及び示唆

本税制の「申請手続」については、5章の税制利用企業に対するアンケート調査の結果から、炭素生産性の計算や提出書

類等の煩雑さについて以下のとおり確認できた

• 【5章：アンケート調査】申請手続等の負担について、現行制度の簡素化を含めた改善の余地があると考えられる

改善に向けての
総合的な示唆

以上から、本税制の「申請手続」について改善の余地があると考えられ、具体的には以下のような案を検討することになる。

例えば、①炭素生産性の豊富な計算事例をガイドラインに掲載する、②提出書類について豊富な事例を掲載する、そして
③事前相談を合理的にするが挙げられる。これらは、本章の示唆【検討事項3】適用対象事業者で述べたとおり、中小企

業者の本税制の利便性向上にも資するものと考えられる

8-1 本税制のさらなる改善に向けて
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